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第３章    公共調達制度、イノベーション、産業構造（草稿案） 

東京大学大学院経済学研究科 

大橋 弘 

 

第 1 節  建設業を取り巻く昨今の経済環境について  

我が国の経済社会は、グローバル化の進展や地球環境問題という外部の環境変化

に加え、国内では、人口減少下での少子・高齢化（Demography）、財政赤字（Deficit）、

そして累積する債務（Debt）という3つの「D」に直面している。とりわけ我が国の厳

しい財政事情は、公共事業の大幅削減とあいまって国内建設市場の縮小を招いている 1。

「建設投資見通し」（2011年1月の建設経済研究所による発表）では、2010年度の建設

投資は39兆1000億円（前年度比7.3%減）と予測され、建設投資額のピークである1992

年度の84兆円の半分以下の水準にまで縮小している。また政府建設投資は、ピーク時の

1995年度の35兆円から2010年度には13兆円台にまで減少する見込みだ。但し2011年度以

降については東日本大地震によって甚大な被害を受けた東北地方のインフラの復旧等

に伴う建設需要が高まることが予想される。 

建設業許可業者数をみると、2000年度に60万業者を超えたのち、2008年度には51

万業者を割り込むまでに減少したが、その後は微増で推移している。建設工事施工統計

によると、全国でみても地域別に見ても、建設投資の継続的な減少と比較して、さほど

減少が見られていない。一社あたりの工事額は減少しているものの、人員整理や人件費

の削減による経営の合理化によってなんとかしのいでいる姿が推察される。 

建設業の倒産件数は、2008年度にやや増加したものの、2009年度以降は減少に転

じた。この点は、主として2009年度補正予算による公共工事の積み増しや2010年度にお

ける公共工事の前倒し発注の効果が主として考えられる。とりわけ2009年12月から、中

小企業金融円滑化法（いわゆるモラトリアム法）に基づき、金融機関に対して中小企業

への融資の貸付条件の変更に可能な限り応じるよう努力義務を課して指導を行ってい

ることから、金融機関は、貸出条件を見直した債権についても不良債権との取り扱いを

受けなくなった。この措置は2011年度も延長され、資金繰りに困る中小企業の倒産を回

避する効果を持ったと考えられる。さらに、景気対応緊急保証制度 2や下請セーフテ

ィネット債務保証事業、地域建設業経営強化融資制度、下請資金繰り支援事業、下請債

権保全支援事業なども建設業の資金繰りに同様の効果があったものと見込まれる。緊急

保証制度の期限が2011年9月まで半年間延長されたものの、受注工事が順調に確保でき

なければ、資金繰りの下支え効果にも一定の限界があることは否めず、建設企業の倒産

                                                  
1 以下の建設業の業況については、建設業情報管理センター・建設業技術者センター（平成

23 年 3 月）を参考にしている。 
2中小企業の借り入れについては通常は借入額の 80%の保証にとどまるところ、100%保

証をつける措置。 
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が今後増加することの懸念は依然として高い。 

本稿では、こうした建設産業をとりまく厳しい業況を踏まえて、公共調達における

競争のあり方や建設業におけるイノベーションの現状についての分析を行い、今後の建設

業や政策のあるべき姿について試論を展開する。まず次節（第 2 節）では、公共調達にお

ける競争とはいかなるものかについて、経済学的な観点から批判的な検討を行う。第 3 節

では、イノベーションの観点からわが国の建設産業を論じる。最後に第 4 節では、建設業

の今後と求められる政策について議論をして本稿を締めくくる。 

 

第2節 公共調達における競争性 3 

国や地方自治体などの公共部門は、文房具からミサイルまで実に様々な財やサービ

スを調達している。政府調達がその国の経済に与える影響はきわめて大きい。OECD 加盟国

においては GDP の 8－15％、発展途上国や東欧諸国ではそれを上回る割合で政府調達がな

されている。世界銀行や国連などの国際機関による調達も含めれば、公共部門による調達

は世界的に莫大な額にのぼる。 

日本を含む多くの先進国では、公共部門における物品・サービスの購入には入札を

用いるのが通例である。累積債務が GDP の 2 倍近くまでに至る深刻な財政問題を抱えるな

かで、いかに競争性を担保した形で調達を効率的に行うか、わが国にとっても喫緊の課題

になっている。本節では、競争性の観点から公共調達制度に関する３つの「通説」を取り

上げて、経済学的な観点から批判的な検討を加えたい。落札率に関する「通説」、入札者数

に関する「通説」、そして指名競争入札に関する「通説」の３つである。最後に地域要件を

取り上げて、中小企業政策の観点から公共調達の競争性について論じる。 

 

通説 1 落札率 95%は談合である 

成田国際空港や旧防衛施設庁（当時）の電気関連工事や旧日本道路公団の土木工事

などでの談合疑惑が喧しかった 2005 年においては、談合疑惑における落札率がおおむね

95%を超えるものであったことから、この値を超える落札率は談合の可能性が濃厚である意

見があった。こうした論調はマスメディアを中心に今でも耳にする機会が多い。そもそも

予定価格が市場でつく価格よりも過大に算出されているのではないか、という指摘を考慮

すると、95%を超える落札率は確かに談合を疑わせるような高いレベルなのかもしれない。

しかし、95%を談合の有無を判断する際の境界としなければならない経済学的な理由はない。

談合を落札率からいかに特定できるのか、経済学的な観点から考えることは有益であろう。 

ここでは談合を、複数の業者が結託して入札競争を制限し、超過利潤を得ることと

定義する。そこで、入札において談合があるかどうかは、落札業者が不当に高い利潤をそ

の入札から得ているか否かを調べればよいが、問題は落札による利潤を知ることが難しい

                                                  
3 本節の分析は、大橋（2006）に拠っている。 
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点にある。工事にいくら費用がかかるのか、第三者からは正確にわからないからだ 4。工

事費用は、落札者が実際に調達する人的・物的なコストだけにとどまらない。調達した生

産要素をいかに効率的に利用して工事を施工するかも、費用に大きな影響を与える。工事

施工の効率性は土木業者の間で大きく異なるばかりか、同じ業者でも時期により異なるこ

とは良く知られている 5。このような理由から、落札業者の費用を知ることは難しく、よ

って落札による利潤がいくらかであるか確証を持って知ることは難しい。 

落札業者の費用が高い工事案件であるとすれば、落札率が 95%であるとしても、そ

の落札業者は適正な利潤以上を得ていない可能性がある。他方で、落札業者の費用が低い

場合には、その業者は 95%の落札率によって高い利潤を得ていることになるだろう。落札

率 95%は、競争性がなく談合が行われていることの必要条件にはなりうるが、十分条件に

はなりえない。 

独占禁止法における不当な取引制限とは、事業者が他の事業者と共同して「不当に」

高い価格をつけることをさす。落札業者が「不当に」高い利潤を得ているかどうかは、「不

当に」という言葉の意味合いはもとより、そもそも利潤がデータから確定される必要があ

る。しかし、各事業者の施工に係るコストを知ることができなければ、落札率が高い理由

が、不当に高い利潤を稼いでいるからなのか、あるいは費用が高いことが理由なのかを判

別することができない。つまり落札率 95％の入札は必ずしも談合だとはいえないというこ

とになる。落札額に加えて、落札できなかった他の業者の入札額のデータを用いることで

談合を識別できる場合があることを補論にて紹介するが、その手法にも競争性を判断する

能力について限界がある。 

入札における競争性をデータから証明することは簡単ではない。まずは巷で言われ

るように、落札率をもって競争性を判別することはできないことを踏まえたうえで、競争

性について以下更に議論を深めていきたい。 

 

 

通説 2  入札者数が多いほど競争性は高まる 

一般の産業においては、一定に画定された市場において競合企業数が多いほど競争

が激しくなり、結果として価格が下がるといわれている。入札に当てはめて考えると、当

該入札に参加する事業者が多いほど、落札率が下がるということになるだろう。こうした

考え方を押し進めると、入札を競争的にするために、場合によっては補助金を与えてでも

入札参加者を増やすことが政策的に望ましいという考え方にもつながるかもしれない。 

                                                  
4 ここでは、入札に係る工事の費用は、各業者の間で独立であると仮定する。こうした入札

を independent private value auction とよぶ。各業者間に共通するような費用が存在するとき

には、議論がやや複雑になる。またここでは簡単化のために動学的な状況は考えていない

（動学的な状況が重要となるケースとして、例えば、根気の落札が来期の落札確率に影響

を与える状況などが考えられる）。 
5 Porter and Zona (1993)などを参照のこと。 
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経済学的には、画定された市場やある入札における競争性は、どれだけの事業者が

「実際に」市場や入札に参加したかで判断されるものではなく、「潜在的に」どれだけの参

入企業が当該市場や入札に参加する意思があるかに依存していると考えられる。例えば、

ある市場において独占的に供給をしている事業者がいるとしても、その事業者が独占的な

価格を当該市場でつけているとは限らない。その市場への参入障壁が低く、独占企業が実

際に独占価格をつけるとすぐさま企業が参入してくるような状況においては、独占企業と

いえども自らの利潤を最大化するような価格をつけることはできない。つまり市場の競争

性を議論する際には、何社の企業が市場にいれば競争的か、という問いかけをすることは

ナンセンスである。入札参加者がたとえ 1 社しかいなくとも、参入障壁が十分に低いので

あれば、競争性には全く問題がないといえる。競争政策的な観点からは、いかに潜在的な

企業が入札に参加しやすい市場環境を整えてやるか、が重要な課題となる。 

言い換えれば、入札参加者数を増やすために参加の誘因を政策的に持たせるような

やり方は問題が多いということになる。こうした政策が不良不適格業者の厳しい判別のな

いままに行われれば、成果品の品質などにさまざまな問題を生じかねないであろう。個々

の企業の自主性を重んじつつ、施工意欲のある企業の参加を妨げないような規制の緩和を

推進していくことが、入札の競争性を高める上での正しい政策のあり方ではなかろうか。 

 

 

通説 3  一般競争入札は指名競争入札よりも望ましい 

指名競争入札とは、発注者が入札参加者となる業者を事前に指名し、その選ばれた

業者だけが入札に参加できるという仕組みである。指名競争入札については批判が多い。

指名基準があいまいで、発注者の裁量で悪用される可能性があるというものである。2006

年 2 月に東京地検特捜部によって摘発された旧防衛施設庁をめぐる談合や 2005 年末の成田

空港電気工事においては、発注者職員が談合に深く関与していたことが法廷から明らかに

なった。２つの談合に共通する点は、発注者が OB の天下りの状況を基準に入札業者や受注

業者をあらかじめ選別をしていたというものである。本来、悪質な業者を排除してよいも

のを安く調達することが目的であった入札業者の指名が、実は OB の天下りの促進という発

注者の組織的な利益のために不正に悪用されていた。指名競争入札が悪用されて問題にな

るのは汚職ばかりではない。指名競争入札は、同時に談合を促す。例えば、談合組織は OB

の受け入れを通じた発注者との結びつきを使って、談合破りをした業者が再び指名されな

いようにするだろう。一般競争入札では、談合破りをしても参加要件を満たす限り入札参

加の機会を奪われることがない点を考えると、指名競争入札は談合組織にとって都合が良

い制度である。結局のところ、指名競争入札にともなう汚職や談合により、われわれ納税

者は高い買い物をさせられることになる。 

2006 年以降、政府は一般競争入札制度の適用範囲を拡大してきている発注者による

汚職を排除することが主な目的ならば、正しい方向といえるだろう。しかし、指名競争入
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札をなくすことで良いものを安く買うことができ、われわれ納税者の負担が軽くなるかと

いえば、話はそれほど簡単ではない。 

指名競争入札制度を廃止し、価格のみによる競争入札制度を導入した地方自治体に

注目して、落札率の変化をみたものが図 1 である 6。図には、土木工事の入札における落

札率の累積密度分布を表してある。累積密度分布とは、ある値以下で落札された入札数の

割合を示したものだ。予定価格が落札額の上限となっていることから、すべての入札は落

札率が 1 以下となる。図 1 から色々なことが分かるが、もっとも重要なことは一般競争入

札の方が指名競争入札よりも競争的であるものの、その落札率の差はせいぜい 2－3％ほど

にしかならないという点である。この点は、工事の性質や入札業者の特性などさまざまな

側面について統計的に処理を施すと 6－7％ほどに拡大することが Ohashi(2009)から明らか

にされている。しかしながら、同じ工事案件について一般競争入札を用いれば落札率が大

幅に下がるかわけでもなさそうだ、というのがこの分析の示唆する点だ。 

 

＜図 1＞ 

 

調達する財・サービスの性質によっては、価格のみによる競争入札制度が必ずしも

適当な制度でないことが知られている。たとえば、簡単にその品質のレベルが判別できる

ような標準化された財・サービスの調達には、価格での競争を重視する一般競争入札制度

が望ましい調達方法であるが、価格以外にさまざまな角度から品質評価が問われるような

財・サービスの調達については、価格による競争入札ではなく交渉を通じた調達が望まし

いことが知られている。しばしば指摘される価格による競争入札の問題点は、ルールがあ

まりにもがっちり決められ過ぎており、発注者が知恵を絞ってよいものを調達しようにも

そうした意欲を発揮する余地がないということである。たとえば、発注者が非常に高い落

札率に直面した場合でも、落札額が予定価格以下である限りにおいては、発注者はその落

札額を受け入れるしかない。通常の企業間での取引のように買い叩きをしたり、あるいは

品質や施工方法について随時提案を行って安く調達したり、ということは価格のみによる

競争入札制度では考慮されていない。 

価格以外の要素も加味した入札方式である総合評価方式は、上記の価格のみによる

競争入札制度の問題点を克服するひとつの方法と考えられる。価格以外の要素の評価は発

注者の主観的な評価に頼らざるを得ないことから、実質的に発注者による裁量を入札制度

において働かせる余地が拡大すると考えてよいだろう。 

しかし、指名競争入札の問題点が発注者の裁量にあった点を考えると、総合評価方

式は指名競争入札のもつ官民癒着への回帰のように映るかもしれない。肝心な点は、裁量

そのものではなく、裁量をどのように行使するかであろう。発注者に裁量の余地を与える

時には、その裁量権の悪用を未然に防ぐ手立ても同時に必要となる。総合評価方式におい

                                                  
6 詳細な分析については Ohashi (2009)を参照のこと。 
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て、主観的な評価点の内訳を公表することを通じて、ある入札案件だけに特異な評価点が

付けられることがないように第 3 者からの監視の目を強めることも有益である。裏を返し

ていえば、価格以外の要素における評価点の配分およびその評価の付け方については、異

なる工事案件や評価者によって違いが出てこないようにすることが重要な視点となる。 

なお品質や抽象度の高い発注者のニーズに対応するためには、一般競争入札の一形

態である総合評価方式で対応することは難しく、PFI（Private Finance Initiative）や PPP（Public 

Private Partnership）などといった契約交渉を伴う公共調達手法が必要となる。この点につい

ては第 4 節にて触れることにする。 

 

 

通説４  地域要件は効率的な公共調達とは相容れない 

公共調達は入札によって行われるのが原則である。そしてどのような理念で調達を

行うかによって、異なる入札制度が採用されている。複数ある公共調達の理念のなかでも

しばしば登場する 2 つの理念が、「効率性」の重視と「再配分」への配慮である。前者の立

場は、同じ財・サービスならばより安い価格での調達を目指す、というものである。効率

性を達成するためには、できるだけ多くの優秀な入札参加者を幅広く募り、競争的な入札

を行うことが望ましい。この立場を推し進めた入札形態が、国際的な一般競争入札である。

仕事ができる適正な業者を国の内外を問わず自由に入札に参加させるべきだという考え方

は WTO が長年推進しているものであり、国際機関における調達においても広く根付き始め

ている。 

他方で、公共調達は資源の再配分を重視して行うべきだと主張する識者も多い。税

金を原資とする公共調達においては、地域の経済復興や雇用創出に役立つように、地元の

業者に優先的に受注の機会を与えるべきだという考え方である。大規模で効率的な外国業

者と同じ土俵で入札競争をしたのでは、国内の小規模業者や地方の地元業者はつぶれてし

まうばかりか、日本で徴収された税金が国外へ流れてしまう。そこで再配分を重視する立

場では、地域外からの業者の参加を制限すべき、という発想に行き着く。地域要件の存在

はこの考え方を制度化した典型である。 

入札制度における地域要件とは、入札参加要件に「X 市での工事は、X 市に本社を置

く業者に限る」というような形で地域に関して条件を課すものである。言い換えると、こ

の要件のもとでは工事がとりおこなわれる地域内に本社をもたないものは、当該工事の入

札への参加資格はない。地域内に本社を持つのは地元業者を地域外から来る業者との競争

から保護する役割も果たしている。 

このような地域要件を参加基準に課すことには経済的な合理性がないわけではなか

った。地元業者は発注者の近くに存在するためにモニターしやすく、また地元を知ってい

るという地の利があるので、工事の品質に信頼がおけるというのだ。こうした点は必ずし

も入札額に反映するわけではないので、地域要件で地元業者を保護すべきだということに
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なる。しかしながら、このような情報の非対称性を重視する議論には注意が必要である。

今日のように交通・運搬手段が発達し、インターネットなどにより必要な情報を即座にと

ることが可能になっている今、さまざまな業態において地の利を生かせる場は急速に縮小

している。公共工事のみが特別視されなければならない点はどこにあるのか、注意して考

える必要がある。 

もちろん弱小業者や地元業者を保護すること自体は悪いことではない。それどころ

か生きがいの業者の方が地元業者と比べて効率的な場合には、地元業者の入札額に多少の

手心を加えた方が市場はより競争的になり、落札額が低下することが理論的に知られてい

る 7。実際に、例えばアメリカにおける連邦政府調達においては、Buy American Act のな

かで、自国企業に 6％、さらに自国の中小企業に 12％を実際の入札額から差し引いて、海

外企業と競争させるとしている。つまり、アメリカの中小企業を相手にする場合、連邦政

府調達では海外企業は 12％以上の差をつけてはじめて落札が可能になる。同様のやり方で、

カナダでは自国企業に 10％の入札額における優遇措置が与えられている。日本における地

元企業保護のあり方で問題になるのは、地域要件が、域外からの業者の入札機会を完全に

閉ざしている点にある。つまり、地元業者の入札に対して無限大（+∞）の優遇措置が取ら

れている訳で、これでは市場競争の観点から地域要件を擁護することはできない。このよ

うな地域要件によって犠牲になっているのは、高い買い物のつけを払わされている地元の

納税者である。 

域外の業者が参加できないという非常に強い縛りのきつい地域要件は、競争という

観点から弊害を生む可能性がある。公共入札が新規参入なく地元業者の間だけで行われる

のであれば、互いに競争を避けようとするのが自然な流れだからだ。つまり、地域要件は

談合の温床となる可能性も高い。 

上述したように、談合は指名競争入札と組み合わされると、非常に強固となる。談

合組織が天下りの受け入れなどを通じた発注者との結びつきを使って、談合破りをした業

者が再び指名されないように圧力をかけるようにするのだ。指名競争入札の下では指名さ

れない業者は入札できないために、談合破りは効果的に抑制される。 

こうしたなかで、ある地方政府が指名競争入札制度を廃止して価格のみの競争入札

制度を導入するとどうなるか。地域要件が存在する限り、地元業者間に談合を行う誘因は

存在し続けるだろう。しかし、談合破りをする業者に対して発注者を通じた懲罰を課すこ

とはもはやできない。一般競争入札では、入札参加資格を満たしたものは誰でも原則入札

に参加できるからである。地域要件のように無限大の優遇措置を与えない形で、地元業者

に手心を加えるひとつのやり方が、総合評価方式の価格以外の要素項目に地元への貢献を

入れることである。 

 

 

                                                  
7 例えば、McAfee and McMillan (1989)。 
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第 3 節  建設業とイノベーション 

わが国の歴史を俯瞰すると、我々が現在直面している人口減少は 4 度目になるとい

われている。過去の人口減少と比較すると、今回は未曾有のスピードでの高齢化を伴って

いる点で大きくその様相を異にしている。女性の労働参加や退職年齢の引き上げ、あるい

は（高学歴）外国人労働者の移入によって生産年齢人口（15 歳以上 60 歳までの人口）の減

少を和らげることができたとしても、高齢化は社会の流動性の停滞に伴う保守化や企業家

精神の衰えを通じてわが国経済の生産性に深刻なダメージを与える可能性が高い。こうし

た社会の閉塞感の高まりのなか、人口減と高齢化に伴う生産性の低下を補うだけのイノベ

ーションの活性化が強く求められている。こうした社会的要請の中で、わが国の建設産業

はどのような貢献ができるのであろうか。本節では、わが国におけるイノベーション活動

の現状と、そのなかにおける建設業の位置づけを理解するために、2009 年に文部科学省科

学技術政策研究所にて総務省からの承認統計（当時）として実施された第 2 回全国イノベ

ーション調査の結果を見てみたい 8。この調査は、従業員数 10 人以上の農林水産業、鉱工

業、サービス業など建設業を含む 88 分野に属する企業を対象としてその企業の 2006 年か

ら 2008 年までのイノベーション活動について、国際的なガイドライン（オスロ・マニュア

ルとよばれる）に準拠して調査したものである。331,037 社から 15,137 社を抽出し、4,579

社から回答を得た（回答率 30.3%）。建設業からの回答率は全体平均と比べると若干低く、

185 社となっている。以下では、この回収された企業の結果に基づいて議論を行う。 

イノベーションには主にプロダクト・イノベーションとプロセス・イノベーション

との２つの類型がある。オスロマニュアルに基づき、プロダクト・イノベーションとは、

新製品あるいは新サービスの市場への投入と定義する 9。またプロセス・イノベーションは

新プロセスの導入または既存プロセスの改良として定義される 10。これら２つのイノベー

ションの状況を産業別に示したのが図 2 である。建設業では、両イノベーションとも全産

業平均と比べて低い状況にあるが、第 2 次産業と比較してプロセス・イノベーションの方

が実現している割合が高い状況が見て取れる。 

 

                                                  
8 なお、第 1 回目の調査は 2003 年に実施された。本章における以降の議論は、文部科学省

科学技術政策研究所[2010b]、西川・大橋[2010]、西川・五十川・大橋[2010]に基づいてい

る。 
9 新製品あるいは新サービスには、機能・性能・設計・原材料・構成要素・用途を新しくし

たものだけでなく、既存の技術を組み合わせたものや既存製品あるいは既存サービスを技

術的に高度化したものも含まれる。但し製品あるいはサービスの機能面や使用目的が既存

のものと変わらない単なるデザインのみの変更、他社製品・サービスの単なる販売・提供

は含まれない。 
10 プロセス・イノベーションには、製品・サービスの製造・生産方法あるいは物流・配送

方法の新規導入や改良だけではなく、製造・生産あるいは物流・配送をサポートする保守

システムやコンピュータ処理などの新規導入や改良も含まれる。 
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＜図 2：イノベーションの国際比較＞ 

＜図 3：国内市場規模の縮小＞ 

 

国内市場の規模が縮小していると回答している企業は、建設業では 50.8％と特段に

高い状況となっている（図 3）。そうした国内市場の縮小に直面している企業を対象として、

当該市場において大型合併の有無および海外展開の有無について、イノベーションの実現

割を産業別にプロットしたものが図 4，5 となる。国内市場が縮小していると回答した建設

企業において、大型合併に直面した場合には、そうでない場合と比較して 20％ほどイノベ

ーションの実現割合が高まる。またグローバルに事業を展開している場合においては、65％

超も実現割合が高まることがそれぞれの図から見て取れる。もちろん、イノベーションを

興すような企業が海外展開を行ったり、あるいは大型合併を誘発したりする可能性がある

ために、図 4，5 から因果関係を読み取ることには慎重であるべきだが、企業合併や海外展

開がイノベーションの実現確率に大きな関係があることは重要な指摘としてとどめておく

べきだ。なお、イノベーションからの収益の観点から考えると、グローバルな事業展開を

する企業の方が国内にとどまる企業と比較してもイノベーションから高い収益を得ること

できる。収益の観点から重要なのは、イノベーションから生まれた成果をマーケティング

活動によって訴求性を高めていくことである（図 6）。 

 

＜図 4＞ 

＜図 5＞ 

＜図 6＞ 

 

建設投資は 1990 年代末から継続的に減少しており、2010 年度は約 40 兆円とピーク

時である 1992 年度の 84 兆円の半分以下となっている。その一方で、建設許可業者数は 2009

年度末で 50 万 9 千社と依然として多い（なお、ピーク時の 1999 年度末は 60 万社）。建設

投資が継続的に減少する局面において、地域の建設工事量が減っても、それぞれの建設企

業がリストラや下請への圧力を強めることによって、多くの企業がなんとか存続している

状況が昨今の状況であると考えられる。このまま国内市場が縮小し続ければ、多くの地域

の建設企業が同時に経営体力を失う可能性も高い。海外市場、とりわけ新興国におけるイ

ンフラ需要の高まりを睨みつつ、これまでの海外展開からの経験も踏まえて、海外展開を

図る上からも、国内建設産業の集約・再編を進めながらマーケティング活動を官民一体と

なって行っていくことが急務ではなかろうか。 

 

 

第４節 建設産業の今後と建設産業政策の在り方について 

日本経済は今、大きな構造転換期にある。典型的な受注産業であり、経済動向への
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依存度が高い建設産業も、３つの大きな構造転換の波にさらされている。ひとつは、都市

部を中心に建設需要の方向が、新設から維持更新へと転じていること。第 2 に、政府や多

くの自治体が財政問題を抱えていることから、公共インフラの建設・維持については、官

民協働型 PPP や、民間資金を活用して公共施設などを建設する PFI の活用がさらに進むも

のと想定されること。最後に、東日本大地震があり東北地方を中心にインフラ普及や耐震

強度の増強などの需要が当面高まりを見せるものの、人口減少を背景として建設需要は長

期的には縮小のトレンドになるという点である。こうした中で、わが国の建設業界は新た

な産業構造のモデルを構築すべき時期に来ているものと考えられる。本節では、取り組む

べき課題として 2 点指摘したい。１つは建設企業数の適正化であり、もうひとつはグロー

バルで通用するビジネスモデルの確立である。 

 

（１）建設業における産業構造の適正化 

第 1 節でも触れたように、建設投資がピーク時の 90 年度から半減したのに対して、

建設企業数の減少幅は 1－2 割にとどまっている。建設産業政策としてはこれまで、地域建

設業を中心として、運転資金を安定化させるための金融支援策や多角化等の支援を行って

きた。東日本大地震の影響で、当面は東北地方を中心としてインフラ復旧を含む建設需要

が大きく高まることが予想され、また耐震強度を高めるためのニーズも暫くは高水準で推

移することが見込まれる。しかし、こうした東日本大地震が引き金となった「特需」は、

我が国の人口構造と財政状況を鑑みると、一過性のものと考えるのが適当であり、長期的

なトレンドは国内建設需要の減少にある点を見誤ってはいけないだろう。建設産業の体力

を回復するためにも適正企業数を踏まえた上での建設産業政策が今から求められる。 

まず必要とされる視点は、比較優位をもつ産業へと建設産業の構造転換を促すため

に、規制緩和の一層の推進を進めるとともに、既存企業に対する制度的な手当て（セーフ

ティネット）を継続的に行う必要がある。教育・職業訓練への補助など多角的な観点から

既存企業が建設産業から新しい産業へと資源（ヒト・モノ・カネ）をスムーズに移動でき

るような素地を培うことが重要である。 

 

＜図 7＞ 

 

同時に、新興国・途上国を視野に入れた事業展開と、事業の効率化・適正化を図る

ためにも、企業間の合併や合従連衡を積極的に推進していくことが望まれる。こうした産

業構造のスリム化は、イノベーションの観点からも望ましい。第３節で紹介した「第 2 回

全国イノベーション調査」によると、プロダクト・イノベーションが発生する確率と競合

事業者数との間には、逆 U 字型の関係があることが確認されている（図 7）。独占と比べ、

競合事業者数が 1－2 社の場合、プロダクト・イノベーションの確率は格段に上がるが、そ

れ以上に競合が増えてもイノベーションに良い影響はない。図 7 に表れているイノベーシ
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ョンと競争性との非線形の関係は、米国を含む諸外国でも共通にみられる現象である。こ

の図は 88 産業分類すべてを用いた結果であり、これから特定の産業における含意を直接に

見ることはできないが、過剰な企業数はイノベーションの観点からも望ましいことではな

いという定性的な結論は頑強であるといえよう。 

とりわけ規模の小さい地域建設業者においては、地方の厳しい経済状況を鑑みれば、

共同受注などを通じた企業連携や企業間の合併が不可欠である。規模の拡大を通じて、受

注産業に特有に見られる生産稼働率の平準化を目指すことが必要である。技術を集約化す

ることにより、技能の伝承や人材育成もより円滑に行うことが可能となる。阪神淡路大震

災や今般の東日本大地震にも見られるように早期のインフラ復旧や維持更新には地元建設

業者は不可欠な存在であることは間違いないことから、合併や提携を通じた企業規模の拡

大と産業の集約化を地方を中心として積極的に進めていくことが肝要である。 

 

＜図 8＞ 

 

他産業への進出は、当該産業のイノベーションに対しても好影響を与える。図 8 ら

も明らかなように、他業種からの参入があったと回答した産業に身を置く企業のイノベー

ションは、参入がないと回答した企業よりもプロダクト・イノベーションを興す割合が高

いことが大方の産業で見て取れる。とりわけ建設業では他業種からの参入に直面した企業

は 47.4％と直面しなかった企業の 21.7％を大きく上回る状況にある。 

 

（２）グローバル化に対応したビジネスモデルの確立 11 

国内需要が頭打ちであるなかで、とりわけ大手ゼネコンは、インフラ需要が拡大す

る新興国へと収益機会を求めていかざるをえないと思われる。これまで大手ゼネコンは、

海外への事業展開を行って幾度となく撤退・縮小を余儀なくされてきた。その理由は、採

算割れで業績の足を引っ張ったことや、逆に国内需要が拡大して海外展開への余裕がなか

ったことなどが挙げられる。こうした点から、海外に活路を見出すという戦略には懐疑的

な見方がつきまとう。だが、内需型産業が軒並み海外展開を目指していく中で、国内のロ

ーカルルールに安住して目をそむけていては今後の建設産業の展望が見えてこない。グロ

ーバルに通用するビジネスモデルの確立が急務であろう。 

建設業の従来型のビジネスモデルは、発注者から工事を受注する元請けがいて、そ

れに仕事の一部を引き受ける下請けが連なるピラミッド構造に依拠している。一括請負を

前提としたこのビジネスモデルは、元請けが多大なリスクを負うものの、そのリスク負担

を発注規模に裏打ちされた交渉力によって生まれる利益でカバーしてきた側面がある。そ

こには、建設プロセスのコーディネートやリスク管理からの付加価値に対価を請求するよ

うな視点が乏しかったのではないか。今後は、設計や施工を総合的に管理する CM（コンス

                                                  
11 以下については、山田英司（2010）を参照している。 
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トラクションマネージメント）の活用や、施工後のメインテナンス、建設プロセスのアド

バイザリー業務等、グローバルにも通用するビジネスモデルを国内業務にも反映させてい

く必要がある。 

 

（３）公共調達制度のあり方 

国民のニーズが多様化して、技術開発も高度化するなかで、全国一律のサービスで

は行政も社会的な要請に応えられなくなっている現状がある。単なるモノの調達ではなく、

個別性の高い地域特性にあったサービスを民間企業の知恵を十二分に活用した形で提供し

ていくためには、公共調達制度が典型的に仮定するような、発注者が調達する詳細まで全

て仕様を固めて競争入札にかけるような仕組みはうまく機能しない可能性が高い。 

第 2 節で述べた発注者による裁量を更に推し進める意味でも、官民の間での契約交

渉を許しつつ、グローバルなビジネスモデルにも対応した公共調達の適用範囲を広げてい

く必要がある。こうした取り組みは、海外進出への官民一体となった取り組みのひとつの

試みとして評価されるべきものだろう。また建設産業を再生させるためにも、とくに地方

における事業者の規模拡大は急務である。事業者の合併・連携を促すような形での調達制

度を再考することが望まれる。 

効率的な調達を行うために有効な策のひとつは、発注窓口を一本化することである。

我が国においては、国・県・市町村が独自に入札広告を出し、またそれぞれのレベルでも

担当部局によって異なる発注窓口を設けていることから、受注者側にとって公共調達の情

報を集めることが極めて煩雑となっている。例えば、ヨーロッパが EU 大で窓口を一本化し

たように、調達窓口をひとつにできれば、標準化の観点からも調達に係る金銭的・非金銭

的コストを大幅に減らすことも可能であろう。 

 

 

 

補論  入札データから競争性を識別するための経済手法 

通説 1 では、落札率から競争性の有無を判断することができない点を指摘した。そ

れでは入札データから競争性を全く特定できないかというと必ずしもそうではない。入札

データには通常、落札業者に関する情報のみならず、入札者の情報もある。落札学だけで

は談合の特定ができないとしても、入札額まで考慮に入れると、談合の有無についてある

程度知ることが可能である。 

談合を維持するためには、談合から得られる超過利潤を談合参加者にうまく配分す

るメカニズムが必要である。メンバーが不平不満を持つ談合は長続きしない。談合のある

入札には、たいてい事前に決められた落札業者と、「サクラ」である業者が参加する。「サ

クラ」は、入札が競争的と見せるために入札に参加する。当然、「サクラ」は落札額よりも
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高い額で入札する。12 

入札が競争的か談合かを、次のようにして入札額から見て取ることが可能である。

もし入札が競争的であれば、入札額はその札を入れる業者の費用を反映しているはずであ

る。たとえば、業者の費用を反映する変数として、施工期間の長さを取り上げてみよう。

同じ工事を行うのに、施工期間が短い業者ほど、より効率的に安い費用で完工できると仮

定する。すると、他の費用条件を所与とすれば、競争的な入札では、施工期間の短い業者

は、そうでない業者と比べて低い入札額を入れるはずである（図 A での◆）。しかし、入札

が談合で決まっているときには、「サクラ」の入札額は必ずしも業者の費用を反映している

必要はない（例えば図 A の▲）。「サクラ」は、あらかじめ決められた業者を落札させるた

めに、落札額以上の入札をすればそれで事足りるからである。 

 

＜図 A：入札額と費用との関係＞ 

 

そこで経済学的には、入札額が工事費用と相関しているかどうかが、談合を特定す

る際のポイントとなる。例えば図 A において、施工期間と入札額との間に負の相関があっ

たりすれば、入札が競争的でないのではないかとの懸念がでてくる 13。 

談合の識別が本当に難しくなるのは、「サクラ」の入札額が、その入札業者の費用を

勘案して決定されるときである。「サクラ」の入札額が、例えば図 A の■のような分布をし

ていると、具体的に個々の業者の費用の大きさを知らずして、上で議論した統計的な手法

で談合を見抜くことができない。 
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業者1 業者2 業者3 業者4 業者5 業者6

＜図Ａ＞ 入札額と費用との関係
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6つの業者が参加するような入札を例として図示している。競争的な入札における入札額の

分布を◆とする。データから談合が識別できるような入札額の分布を▲で表わす。データか

ら識別できないような談合による入札額の分布を■で表わす。図では簡単化のために入札

額の分布を直線とした。
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